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６月に納めていただくのは

▽市・県民税（第１期）▽国民健康保険税（第１期）▽介護保険料（第１期）
※市指定の金融機関など、市役所、各出張所、ペイジー、コンビニエンス
ストアで納めてください。使用料などもお忘れなく。
※口座振替をご利用の方は、残高不足にご注意ください。
※納期限を過ぎると、督促状が発送されます。また、延滞金を納めていた
だく場合があります。
※毎月第２・第４土曜日午前８時３０分から正午まで、市役所で市税、国民
健康保険税の納付窓口を開設しています。詳しい内容は収納課　1０４６（２５２） 
８０２１へ（国民健康保険税については国保年金課1０４６（２５２）７００３へ）。

６月の相談日（祝・休日を除く）※相談はいずれも無料です。
と　こ　ろと　　　き区　分

1０４６（２５２）８４９０
（電話相談も可）

毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午と
午後１時～３時３０分（第２水曜日（１３日）は午後のみ）

消 費 生 活
（訪問販売・多重債務など）

予約制（電話可）
受付1０４６（２５２）８２１８
市役所１階相談室
※１日午前８時３０分か
ら今月分を受け付け、
いずれも定員になり次
第、締め切ります。な
お、弁護士相談は１年
度一人１回（２５分以内）、
その他の相談は一人３０
分以内とさせていただ
きます。相談される要
点をよく整理してお越
しください。

毎月第２・第３・第４火曜日
午後６時～８時３０分
毎月第２・第３・第４水曜日
午後１時３０分～４時３０分

１２日夜
１３日　
１９日夜
２０日　
２６日夜
２７日　

弁 護 士
（ 面 談 の み ）

毎月第３木曜日午前９時３０分～１１時３０分２１日行 政
（国に対する要望）

毎月第２・第３木曜日午後１時３０分～４時
３０分

１４日
２１日

行 政 書 士
（遺言書等作成）

毎月第３火曜日午後１時３０分～４時１９日交 通 事 故
毎月第４金曜日午後１時３０分～４時３０分２２日税 理 士

毎月第４木曜日午後１時３０分～４時３０分２８日不 動 産
（取引・契約）

毎月第２金曜日午後１時３０分～４時３０分
（申し込みは７日まで）８日分譲マンション

（近隣・管理組合）
毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午と

市 民 一 般
午後１時～５時１５分 担当　広聴人権課 1０４６（２５２）８２１８

1０４６（２５２）８０８７毎月第２火曜日午前９時～１１時３０分１２日人権擁護委員
（近隣問題など）

市役所１階
広聴人権課

毎週月曜・火曜・水曜・金曜日午前９時～正午と
午後１時～５時１５分ドメステ ィ ック

バイオレンス
担当　広聴人権課 1０４６（２５２）８４８３

市役所４階
４－２会議室

偶数月第３火曜日午後１時３０分～４時（電
話予約制。１８日までに（公社）かながわ住
まいまちづくり協会1０４５（６６４）６８９６へ）

１９日住 ま い 探 し
（ 高 齢 者 ）

担当　福祉長寿課 1０４６（２５２）７１２７

市役所１階
障がい福祉課

毎週月曜・火曜・木曜日午前１０時～正午と午後１時～
３時（予約制（電話可））ぽむ出張相談　毎月第３木
曜日午前９時、１０時３０分（各一人で予約制（電話可））

障 が い 者
就 労 支 援

担当　障がい福祉課 1０４６（２５２）７１３２
市役所１階生活援護課毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時自立サポート

相 談 担当　生活援護課 1０４６（２５２）８５６６
ざまコミュニティプラザ 
２階８１会議室毎月第３木曜日午前１０時～午後３時２１日

駐留軍離職者
担当　商工観光課 1０４６（２５２）７６０４

市役所２階子ども政策課
1０４６（２５２）８０２６

毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午と
午後１時～５時１５分（電話可）　担当　子ども政策課児 童

市役所２階子ども育成課毎週月曜～金曜日午前９時３０分～１１時３０分と
午後１時～４時（予約制（電話可））ひとり親家庭

担当　子ども育成課 1０４６（２５２）７２０１
青少年センター１階
青少年相談室毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時

青 少 年
担当　青少年相談室 1０４６（２５６）０９０７

市役所５階教育研究所毎週月曜～金曜日午前１０時～午後４時教 育
1０４６（２５９）２１６４毎週月曜～金曜日午前８時３０分～午後６時（電話のみ）子どもいじめ

ホットライン 担当　教育研究所 1０４６（２５９）２１６４
毎週月曜～金曜日午前９時～正午 市役所５階教育指導課
午後１時～４時（予約制（電話可））　担当　教育指導課 1０４６（２５２）８７３２
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表１　つきいち教室
ところと　き

東原共同住宅集会
所

午前１０時～
　　１１時３０分６月１３日

（水） 相武台コミュニテ
ィセンター

午後１時１５分
　～２時４５分

栗原コミュニティ
センター

午前１０時～
　　１１時３０分６月１４日

（木） 東建座間ハイツ集
会室

午後１時４５分
　～３時１５分

相模が丘コミュニ
ティセンター

午前１０時～
　　１１時３０分６月１９日

（火） 東原コミュニティ
センター

午後１時４５分
　～３時１５分

新田宿・四ツ谷コ
ミュニティセンタ
ー

午前１０時～
　　１１時３０分６月２０日

（水）
立野台コミュニテ
ィセンター

午後１時４５分
　～３時１５分

小松原コミュニテ
ィセンター

午前１０時～
　　１１時３０分６月２２日

（金） ひばりが丘コミュ
ニティセンター

午後１時１５分
　～２時４５分
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　介護保険制度は、３年に１度、見直しを行っています。見直しの年に
当たる今年度は、介護保険料の改定などを実施します。

◇介護保険料の改定
　市の介護保険サービスなどに必要な費用は、５０パーセントを公費、２７
パーセントを４０～６４歳の方の保険料、２３パーセントを６５歳以上の方の保
険料で賄っています。
　平成３０年度から、６５歳以上の方が納付する保険料基準額を年額６万 
２，５４０円に改定しました。この基準額を基に、所得段階に応じて保険料を
決定します。詳しくは、６月（６月１日以降に６５歳になる方はその翌月
以降）に対象者へ送付する介護保険料決定通知書をご確認ください。

◇介護保険料の納付方法
　年金年間受給額１８万円以上の方を対象に、年金からの差し引きで納付
する「特別徴収」と納付書（口座振替可）を使って、１年分を１０回に分
けて納付する「普通徴収」があります。普通徴収が利用できる方は、年
度中に６５歳になった方、転入者、年金未受給者、年金年間受給額１８万円
未満の方です。未納の保険料があると、介護サービスの利用に制限がか
かる場合があるのでご注意ください。
　なお、特別徴収の保険料は、６月に算定するため、２月と同様の差引
額を４・６・８月の年金から仮徴収します。１０月以降は、保険料から仮
徴収額を差し引いた金額から徴収します。

◇介護保険料の減免制度
　保険料第１～第３段階の方（介護保険料決定通知書参照）で、生活が
著しく困難な方の保険料を減免する制度を設けています。詳しくは、担
当へお問い合わせください。
　なお、６月２９日（金）までに申請を行うと、４月からの保険料が減免
になります。７月以降に申請した場合は、申請日が属する月からの減免
となります。

◇特定介護サービス利用時の食費・居住費負担軽減
　申請をした生活保護受給者や市民税非課税世帯の方へ、特定介護サー
ビス（特別養護老人ホームなど）を利用する際の食費・居住費の負担を
軽減する「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
　なお、同認定証の有効期限は７月３１日までで、毎年申請が必要です。
８月以降も対象となる方は６月に申請書を送付します。詳しくは、担当
へお問い合わせください。
　※所得の申告がない場合には、同認定証の発行ができないので、ご注
意ください。
担当 介護保険課　1０４６（２５２）７７１９　5０４６（２５２）８２３８

介介護護保保険険制制度度のの見見直直しし

表２　地域包括支援センター
連絡先住　所名　称

1０４６（２６６）５２２２　5０４６（２５６）０６５０相模が丘６－２７－９相模が丘
地域包括支援センター

1０４６（２５５）２５５５　5０４６（２５５）１６６６ひばりが丘５－２１－２９ひばりが丘
地域包括支援センター

1０４６（２５１）１１６７　5０４６（２５１）９３００栗原中央６－１－１８栗原地域包括支援センター

1０４６（２５８）２０３０　5０４６（２５７）１８０３栗原１２６１－１相武台地域包括支援センター

1０４６（２６６）２００５　5０４６（２６６）２００９緑ケ丘１－２－１立野台地域包括支援センター

1０４６（２５６）９００７　5０４６（２５１）８３８３新田宿６２３新田宿地域包括支援センター
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